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○安芸市みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、補助金等の交付に関する規則（昭和30年規則第11号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、安芸市みどりの環境整備支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（補助目的） 

第2条 市は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のま

ま高齢林へと移行している人工林の間伐等の作業に要する経費について、森林組合等（以下「実施主体」とい

う。）に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

（補助率等） 

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の事業区分、補助対象経

費、実施主体及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。 

（事業内容及び採択要件） 

第4条 補助事業に係る事業内容及び採択要件は別表第2に定めるとおりとする。 

（申請） 

第5条 補助金の交付の申請は、補助事業が完了した後速やかに行わなければならない。 

2 規則第2条に規定する申請書の様式は、様式第1号によるものとする。 

3 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消

費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する

地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。 

4 県税等及び市税等に滞納がないことを証する書類を提出しなければならない。 

（交付決定） 

第6条 市長は、前条の規定による申請を審査した結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、様式第2

号による補助金交付決定通知書により当該実施主体に対して通知するものとする。ただし、当該申請をしたも

のが別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。 

 （補助金の交付） 

第7条 市長は、前条の交付決定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第7条 市長は、実施主体が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（実施主体の義務） 

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 
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(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。 

(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して5年以内（公益林保全整備事

業にあっては、10年以内）に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等（皆伐を含む。）する場合は、

あらかじめ市長にその旨を届け出ること。 

(3) この補助事業により開設又は整備した作業道については、善良なる管理者のもと注意をもって管理を行う

とともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。 

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補

助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り

消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 

(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。 

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。 

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内（公益林保全整備事業にあっては、10年以内）に、補助事

業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得な

い事由による場合は、減免について協議することができるものとする。 

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が確定した場合（消費税仕入れ控除税額等に相

当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に市長が返還を命じた消費

税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合。） 

（グリーン購入） 

第11条 補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基

づき環境物品等の調達に努めるものとする。 

（情報の開示） 

第12条 この補助事業に関して、安芸市情報公開条例（平成11年条例第2号）に基づく開示請求があった場合に

は、同条例第7条第1項に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途市長が定める。 

附 則 

1 この要綱は、令和5年8月9日から施行する。 

 

2 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 

 

3 この要綱は、令和7年6月19日から施行する。 
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別表第1（第3条関係） 

事業区分 補助対象経費 実施主体 補助率等 

1 森林吸収源整備

事業 

造林事業の採択を受けている3齢級

から12齢級までの人工林で行う不用

木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保

育間伐に要する経費、間接費、手数料

及び森林保険料 

 

 

森林組合等（森林組合、生

産森林組合、森林組合連合 

会。以下「森林組合等」と

いう。）、森林整備法人、

森林所有者（自伐林家等を

含む）、森林経営計画の認

定を受けた者、特定間伐等

促進計画の実施主体に位

置付けられた者及び森林

経営管理法第36条第2項の

規定により都道府県が公

表した民間業者等（以下民

間業者という。） 

定額（ただし、実費以内） 

【除伐】 

1ヘクタール当たり 

42,000円以内 

【保育間伐A】 

1ヘクタール当たり 

46,000円以内 

【保育間伐B】 

1ヘクタール当たり 

28,000円以内 

【保育間伐C】 

1ヘクタール当たり 

42,000円以内 

 

2 公益林保全整備

事業 

3齢級以上の人工林で行う保育間伐

に要する経費 

森林組合等、森林整備法

人、森林所有者（自伐林家

等を含む）、民間業者等 

次に定める単価を用いて算

定した額以内 

1ヘクタール当たり 

90,000円 

3 森林整備事業 7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢

級までの人工林で行う搬出間伐及び搬

出集積に要する経費 

森林組合等、森林整備法

人、森林所有者（自伐林家

等を含む）、民間業者等 

次に定める単価を用いて算

定した額以内 

間伐率30パーセントの場

合 

1ヘクタール当たり 

213,000円 

間伐率20パーセントの場

合 

1ヘクタール当たり 

142,000円 

4 作業道整備事業 (1) 開設後5年を経過した作業道（作

業道1.5：幅員1.5メートル以上2.0メ

ートル未満、作業道2.0：幅員2.0メ

ートル以上2.5メートル未満、作業道

2.5：幅員2.5メートル以上3.0メート

森林組合等、森林整備法

人、森林所有者（自伐林家

等を含む）、民間業者等 

次の区分ごとに定める単価

を用いて算定した額以内 

路面整備 

（作業道1.5） 

1メートル当たり 
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ル未満又は作業道3.0：幅員3.0メー

トル以上）の路面整備に要する経費。 

(2) 作業道（幅員は、（1）に準ずる。）

の開設・修繕に要する経費 

(3) 作業道の補強（丸太積み工、洗い

越し工、作業ポイント）に要する経

費 

(4) 作業道の復旧又は補修に要する

経費とし、対象範囲は別表第4のとお

り。 

100円 

（作業道2.0） 

1メートル当たり 

130円 

（作業道2.5） 

1メートル当たり 

150円 

（作業道3.0） 

1メートル当たり 

200円 

開設 

（作業道1.5） 

1メートル当たり 

1,000円 

（作業道2.0） 

1メートル当たり 

1,600円 

（作業道2.5） 

1メートル当たり 

2,200円 

（作業道3.0） 

1メートル当たり 

3,000円 

 修繕 

（作業道1.5） 

1メートル当たり 

500円 

 

（作業道2.0） 

1メートル当たり 

800円 

 

（作業道2.5） 

1メートル当たり 

1,100円 
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（作業道3.0） 

1メートル当たり 

1,500円 

丸太積み工 

1メートル当たり 

700円 

洗い越し工 

1箇所当たり 

6,000円 

作業ポイント 

1箇所当たり 

55,000円 

復旧又は補修事業費の

50パーセント以内 

（注） 

1 自伐林家とは安芸市に住所を有し、安芸市内の自己所有の森林において、自分自身が施業する者をいう。

自伐林家等とは、安芸市内の自己所有森林を施業する者及び安芸市内の森林を施業する者をいう。 

2 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、

父母等親族が所有する森林も対象とする。 

3 安芸市の森林を施業する者とは、安芸市に居住している者で、安芸市の森林を整備していこうとする意

欲があり、森林所有者に代わって施業を実施する者をいう。 

 

別表第2（第4条関係） 

 事業区分 事業内容 採択要件 

1 森林吸収源整備

事業 

3齢級から12齢級までの人工林で行う不

要木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保

育間伐 

 

除伐及び保育間伐の区分 

 

【除伐】 

（3齢級から5齢級まで） 

不用木の除去及び不良木の淘汰 

 

【保育間伐A】 

① 造林事業の採択を受けてい

ること。 
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（3齢級から7齢級まで） 

不良木の淘汰 

 

【保育間伐B】 

（8齢級から12齢級まで） 

不良木の淘汰 

 

【保育間伐C】 

（3齢級から12齢級まで） 

不良木の淘汰（伐採木の平均胸高直径が

18センチメートル未満） 

 

2 公益林保全整備

事業 

保安林又は安芸市森林整備計画に規定

する公益的機能が高い森林で、国庫補助

事業の対象とならない3齢級以上の人工

林で行う保育間伐 

① 保安林又は安芸市森林整備

計画に規定する以下いずれ

かの公益的機能を有する森

林であること。 

(ｱ) 水源かん養機能維持増進

森林 

(ｲ) 山地災害防止／土壌保全

機能維持増進森林 

(ｳ) 快適環境形成機能維持増

進森林 

(ｴ) 保健機能維持増進森林 

② 1施行地の面積は0.1ヘクタ

ール以上であること。 

③ 間伐率は30パーセント以上

であること 

3 森林整備事業 国庫補助事業の対象とならない7齢級か

らスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工

林で行う搬出間伐及び搬出集積 

① 1施行地の面積は0.1ヘクタ

ール以上であること。 

② 間伐率30パーセント以上で

あること。 

ただし、小規模林業推進協

議会の会員に限っては、間

伐率20パーセント以上であ

ること。 
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③ 伐採木は、原則として80パ

ーセント以上を搬出集積す

ること。 

4 作業道整備事業 国庫補助の対象とならない作業道の路

面整備、開設・修繕、補強、復旧又は補

修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）路面整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）開設・修繕 

 

 

 

 

 

 

① 開設は、高知県森林作業道作

設指針に則り行うものとす

る。 

ただし、これにより難い場合

は、安芸市が地域の実情を考

慮し定めた森林作業道作設

指針に則り行うことができ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

① 開設後5年を経過した作業

道において、既設路面の凹凸が

原則20センチメートル以上の場

合であること。 

ただし、開設後5年未満であって

も災害等により、間伐材搬出の

ための路面整備が必要と判断さ

れる場合には、この限りではな

い。 

 

①幅員3.0メートル以上の作業道

を開設・修繕する場合には、次

の要件を全て満たす場合に限

る。 

(ｱ)1ヘクタール以上の間伐材搬

出に利用する場合 

(ｲ)生産システム上、3.0メートル
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（3）丸太積み工 

 

 

（4）洗い越し工 

 

 

 

 

 

 

 

（5）作業ポイント 

 

 

 

 

（6）作業道の復旧及び補修 

以上の幅員が合理的な場合 

②修繕の場合は、次の要件を全

て満たす場合に限る。 

(ｱ)開設又は前回の修繕を実施

後、搬出間伐に利用した路線で

あること。 

(ｲ)自然災害により被災し、機械

式均しのみでは対応できない土

砂や倒木の撤去等を伴う作業道

の修繕であること。 

(ｳ)施行前後の写真、施行延長が

確認できるものを添付するこ

と。 

 

①法面の安定又は路体の確保の

ために必要と認められること。 

 

①小さな谷川等を通行する際

に、路体の安定のために必要と

認められること。なおルート選

定や地形上やむを得ない場合に

限り、洗い越し工と同等以上の

機能を有する工法も可とする。 

 

 

①作業道延長500メートル当た

り一箇所程度（作業に適した形

状で90平方メートル以上）であ

ること。 

 

①1箇所の補助金額が10万円以

上であることとし、補助金額の

上限は50万円とする。 

なお、施工箇所が近接する場合

は1箇所とみなすことができる。 

②事業を着手する前には、必ず



9/10 

被災写真を撮影することとし、

写真により工法等について所轄

する安芸林業事務所及び安芸市

と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

別表第3（第5条、第6条関係） 

1 暴力団（安芸市暴力団排除条例（平成23年条例第6号。以下「暴排条例」という。）第2条第1号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であるとき。 

2 その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事そ

の他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員であるとき。 

3 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。 

4 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 

5 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を

与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

7 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知

りながら、これを利用したとき。 

8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加え

ることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。 

9 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
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別表第４ 

 

補助対象経費の範囲 

 

１ 事業費の構成及び補助対象経費 

復旧及び補修に係る事業費の構成及び補助対象経費は、次のとおりとする。 

 

（１）直営施工の場合 

資材費

直接費 労務費

機械経費

運搬費

事業費 準備費

安全費
共通仮設費

役務費

営繕費
間接費

測量設計費
現場監督費

社会保険料等     
（２）請負施工の場合 

資材費

直接工事費 労務費

機械経費

直接費 運搬費

準備費

事業費 安全費
共通仮設費

役務費

営繕費
間接工事費

現場監督費

社会保険料等

消費税相当額

測量設計費

請
負
費

 
 

２ 経費の積算 

経費の積算については、次により行うものとする。 

なお、間接（工事）費については、最新の適用率を採用するものとする。 

（１）直営施工の場合 

本工事費のうち直接費については、積み上げにより積算するものとする。 

（２）請負施工の場合 

直接工事費の積算は、原則として高知県造林事業標準単価表及び治山林道必携等を用いて積算するもの

とする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。 

 

３ 設計書等の作成 

復旧及び補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠を作成するものとする。 

 


